
会議録様式 

審 議 会 名 令和４年度第１回杉戸町立図書館協議会 

開 催 日 時 令和４年６月２８日(火) 午後２時００分～４時００分 

開 催 場 所 杉戸町立泉公民館 研修室 

会 議 の 議 題 

(１) 令和４年度 図書館運営計画について 
(２) 令和３年度３月～令和４年度５月の運営報告について 

(３) コミュニティセンター図書室について 

公開・非公開の別 
公開 ・ 非公開(公開の場合傍聴者数５名) 

(非公開の場合理由) 

出席委員氏名 

(敬称略) 

荻原 俊文、杉野 正純、正司 顯好、濱田 幸子、室伏 加代子、 

山口 和子、寺﨑 恵子、大橋 広美 

 

審 議 の 概 要 

 

 

１ 審議事項 

(１) 令和 4 年度 図書館運営計画について 
(２) 令和 3 年度 3 月～令和 4 年度 5 月の運営報告について 

(３) コミュニティセンター図書室について 

２ 審議の概要 

 

(１) 令和４年度 図書館運営計画について 
(張ヶ谷主査 説明) 

 

委員)事業評価シートに載っている基準値について確認したい。来館者

数については平成 30 年度を基準にしていると記載されているが、他の

ページの、例えば、2 ページにある人口一人当たりの購入費や蔵書冊数

などは現在の数値なのか？基準の出処はどこなのか？ 

 

事務局)基準値は、数値年度が元になっている。例えば 2 ページの基本

方針 1 の基本施策①にある人口一人当たりの数値は、平成 30 年度の数

値を基準として算出している。それをもとにした数値が令和 8 年度の目

標値になり、令和 4 年度の上部に入力されている数値が今年度達成すべ

き数値、下部に入力するのが令和 5 年に入力する令和 4 年度の実績値と

いう形になる。 

 

委員)例えば、2 ページ基本方針 1 の基本施策①の 2、該当する数値目標

に記載されている人口一人当たりの図書購入費は基準値が 202.8 円で、

令和 4 年度に 225.3 円と目標が入っているが、令和 8 年度の目標値も

225.3 円ということか？ 

 

事務局)225.3 円が令和 4 年度で令和 8 年度も同じ数値であるが、どう

いうことか？という質問で良いか。 

 

委員)どういうことかというよりは、確認をしたい。 



事務局)資料費を増額する事は、毎年難しい課題である。そのため、ま

ずは現状から 100 万円増額した、1,000 万を目標に据えたいと考えてい

る。先に申し上げた通り、予算の増額はかなり難しいので、令和 8 年度

までに増額できるように努力していくという事で、同じ数値となってい

る。 

 

委員)では 1,000 万円という数値から、人口一人当たりの数値が算出さ

れたという事で良いか？ 

 

事務局)相違ない。 

 

委員)6 ページ基本方針 1 の基本施策⑤について、図書館特設ページを

広げることが出来るのか？ 

 

事務局)元々「広報すぎと」には図書館のページがあり、イベントや休

館日などのお知らせを行ってきた。今回はそのページ以外で掲載スペー

スを貰えることになった。広報担当から、現在掲載している特集が終了

するので、その後にどうかということで話を貰っている。 

 

事務局)9 月号か 10 月号から掲載が出来る予定ではある。場所は裏表紙

の一部分(全ページではない)。200 文字、画像 1 枚程度のスペースであ

る。 

 

委員)今後コミュニティセンター図書室のこともあるので、どんどん図

書館に関する情報掲載できる場が増えるのは良い。 

 

委員)同じく 6 ページ基本方針 1 の基本施策⑤広報活動の充実について

だが、すぎと子育て WEB「すくっと」というコーナーが町ホームページ

の下部にある。子ども向けのおはなし会の情報なども掲載されている

が、おはなしどんぐりに関して、第 4 土曜日のおはなし会では素話を取

り入れているが、未だに「絵本を使わない素話中心」というコメントが

入っているので、現状に合わせて直していただきたい。もう一点、杉戸

町立図書館のTwitterがあるが、昨年度1回しか更新されていなかった。

せっかく町立図書館の Twitter があるので、出来れば定期的に更新され

ていった方が良いのでないか。 

 

事務局)「すくっと」に関しては子育て支援課に、広報に掲載している

説明と同じようにしてもらうよう話を通す。 

 

事務局)ネットを使用した周知という形で様々な媒体があるが、「すぎめ

ー」では主に杉戸町内にお住いの方発信してきた。Twitter では、主に

温泉＆宿泊図書館を発信していた。このイベントは杉戸町内の方だけで

なく、町外の方にも周知したいという考えがあったためである。Twitter

であればハッシュタグを使用して幅広い方に周知できる効果があるの

で、他の事業に関しても町外に周知するときには重点的に活用していき

たいと考えている。 

 

委員)5 ページ基本方針 1、基本施策④図書館サービス網の充実につい

て、基本施策⑤広報活動の充実にも関連するが、例えば広報活動の充実

として図書館だよりの町内民間店舗への配布と書かれているが、現在雑



誌スポンサーになっている方の店舗にはまだ置いていないという事

か？ 

 

事務局)まだ置いていない。雑誌スポンサーの方あてに送ってはいるが、

店舗に掲出する用ではない。 

 

委員)同じ基本施策④について、図書館サービス網を公民館図書室との

つながりで考えているが、町内には他にも施設がある。例えば子育て支

援センターや、保健センターなど。そういった町民が生活するなかで利

用するところにも図書館とのつながりが出来るとよいと思う。また、学

校のみならず学校外の児童施設(放課後児童クラブなど)、も図書館とつ

ながっていけると思うがどうか。 

 

事務局)児童館はすでに配架してあるが、放課後児童クラブなどは盲点

だったので、関係各課と調整していきたい。 

 

委員)2 ページ基本方針 1 基本施策①資料の収集と保存について、今年

度漫画を購入するという話があったが、これはいわゆるコミックも含ま

れるのか？ 

 

事務局)漫画にも色々なジャンルがあるが、コミックも含まれる。ただ

しコミックに対してどの程度条件を付けるのか、どういった基準で購入

を決めるのかという事に関しては、内部で調整をしている。いわゆる週

刊漫画雑誌に掲載されているコミックについては図書館に置くべきも

のなのかどうか？少し違うのではないか？ということで、購入候補から

外している。また、連載中のコミックを購入することも、図書館は無料

で本を読めるとともに、著作権者への配慮の必要があるので、基本的に

は連載中のコミックも候補から外すべきではないかという意見も出て

いる。 

 

委員)収集方針には漫画についての記載はあるのか？ 

 

事務局)現状収集方針はある。今までは積極的に購入していなかったが、

いわゆる子育て系のコミックエッセイなどは以前よりコミックとして

受け入れていた。 

 

委員)恐らく漫画という言葉を聞いて、イメージするものは各々違うの

ではないか。そういう意味では図書館が資料として収集する漫画はどう

いったものなのか明確に定義しておくことが大事ではないか。今後利用

者に説明する機会もあると思う。現在資料収集方針にどのように記載さ

れているか分からないが、対外的に説明できるように議論をして、コミ

ックコーナーを設置してもらえればと思う。 

 

事務局)コミックの収集方針について、改めて委託職員と共に決めてい

く必要があると思うし、購入するコミックの明確なラインについてもき

ちんと定める必要があると感じた。今後検討していきたいと思う。 

 

委員)何点かあるのだが、まずは 9 ページ基本方針 2 基本施策②YA(ヤン

グアダルト)サービスについて、図書館の子ども向けのお泊り会が年に

1 度開催されているが、小学校 6 年生の児童が対象となるので、結局小



1 回しか対象にならないにもかかわらず、その 1 回の機会で抽選に外れ

てしまった子供たちが一定数いると記憶している。そこについては何か

改善等は考えているのか？ 

 

事務局)この件については、内部でも抽選に外れてしまった子どもの救

済ではないけれども、何か企画できないかという話は出ていた。しかし、

人員の確保などを考えると現状の回数が限度であると感じている。 

 

事務局) 現在 7 月末にイベントを実施しているが、同月に開催するのは

難しい。しかしながら時期や手法を変えるなど、検討に値する事項だと

は考えているので経過を見守ってもらいたい。 

 

委員）次に 11 ページ基本方針 2 基本施策④高齢者サービスについて、

図書館で考えている高齢者は何歳くらいを想定しているか？ 

 

事務局)65 歳以上を想定している。 

 

委員)最後に図書館の取り組み内容の欄に、「図書ボランティア活動など

の場を提供します」という一文があるが、具体的にはどのようなボラン

ティアを考えているか？ 

 

事務局)他の図書館を参考にしたいと考えている。例えば越谷市だと配

架ボランティア。ただしまだ決まっていないので検討段階とさせてもら

いたい。 

 

委員)自分自身高齢者の福祉に関わっているので気になったのだが、図

書ボランティア活動などの「場を提供します」という言葉に引っ掛かり

を覚えた。ボランティア活動をお願いするのであれば、場を提供すると

いう言い回しは少々上から目線な気がする。活動できる場を与えますと

いうような捉え方をされてしまうと思う。図書館のボランティア活動を

支援しますというような、寄り添っていく言い方の方がしっくりくるの

ではないか。また、場を提供することを高齢者サービスととらえるのは

少し気になった。 

 

事務局)ご意見として頂戴する。 

 

委員)14 ページ基本方針 3 基本施策①ボランティア・地域の人材・企業

との連携について、講座に関して熟練度に応じたボランティア講座を開

催しようと考えているようだが、今まで熟練度に応じたボランティア講

座はなかったと思うが、この講座の目的は何か？何を目的として講座を

開催するのか？ 

 

事務局)熟練度に応じたボランティア講座というのは、現在講座をして

いただいている講師に初心者向けの講座と、ステップアップを目指して

いく方向けの講座で分けてもらうようにしようかと考えている。数年開

催してみて、もっと他の講座もやってみたいという事であれば改めて講

師と相談をして決めたいと思う。また初心者向けに色々な種類の講座を

やってもいいと考えている。ここ 2～3 年はコロナの関係で中止になっ

ているので、現状では話がまだそこまで進んでいない部分ではある。コ

ロナが落ち着いてきたころを見計らって改めて講師に相談していきた



いと思う。 

 

委員)10 ページ基本方針 2 の基本施策③一般成人サービスについて、事

業実地回数の基準値 8 の具体的な内訳を教えてほしい。 

 

事務局)サン・サンシネマ(4 回)、カルスタ劇場(1 回)、ボランティア講

座(1 講座)、温泉＆宿泊図書館(1 回)、図書館まつり(1 回)を数えると 8

回となる。現状としてはこの回数を維持することと、追加で何かイベン

トを考えられるとよいと思う。今年度はワクチン接種の関係でほとんど

中止となっているので難しい。 

 

委員)今の委員の話に関わるのだが、数値目標として、サービス実地回

数が計上されているのに、具体的な取り組みは何も書かれていない。そ

こは少し記述を入れてもらいたい。その方が評価をする際にしやすいの

ではないか。 

 

事務局)意見として頂戴する。 

 

委員)15 ページ基本方針 3 の基本施策②学校との連携についてだが、こ

れまでの会議の中でも図書館と学校との連携を強化していくことが町

の活性化に繋がっていくと申し上げてきたが、図書館側は誰が担当で、

学校側はどういった方が窓口になるのか教えてもらいたい。 

 

事務局)ブックトークに関しては職員が出ることもあるが、図書館側は

委託会社の現場責任者と、本館主査で対応している。学校側は、ブック

トークの場合、各校の図書担当教諭が窓口になることが多い。ただし新

1年生のイベントに関しては 1年生の担任教諭が窓口になることがほと

んどである。 

 

委員)基本的には学校を訪問するのか？ 

 

事務局)相違ない。 

 

委員)学校を訪問する職員が変わることはあるのか？ 

 

事務局)基本的に本館主査が学校へ行っている。 

 

委員)それであれば良い。決まった職員がいて、その担当職員に相談す

れば対応してもらえるという関係性があれば資料のリクエストやイベ

ントの調整などがうまくいくと思う。また、関連したことで、8 ページ

基本方針 2 基本施策①に戻るが、子育て世代・乳幼児サービスについて、

保育園への訪問はどうなのか？ 

 

事務局)保育園についても本館主査が窓口となり、調整等を行っている。 

委員)その際は園長とのやり取りになるのか？ 

 

事務局)園長ではない。おはなし会を担当している保育職員と連絡を取

っている。 

 

委員)では窓口になる方は固定されていて、その方とのやり取りでおは



なし会等の日程が決まっているのか？ 

 

事務局)勿論園長にも前日までに連絡を入れている。 

 

委員)宮代町の図書館のモデルケースがとてもいいのではないかと個人

的に思うが、学校との連携が町の活性化につながっていくと思うので、

引き続きお願いしたい。 

 

委員)選書は基本的に図書館で行うという理解でよろしいか？基本方針

3 基本施策①と⑤に関連して、たとえば図書館ボランティアの参加も考

えられると思うが、さまざまな世代の人たちが選書に参画するような場

はないのか？ 

 

事務局)色々な意見を聞く、方針決定については良いかと思うが最終決

定は図書館でさせてもらいたいと思っている。現時点では各公民館を回

ってリニューアルする中で、例えば西公民館なら西公民館で活動してい

る団体(おはなしポケットなど)から意見をもらった後、検討を行う。や

はり最終決定権は図書館にあるので、必ずしも希望に添えない場合があ

る。ただし、色々な人や団体に聞くという姿勢だけは保ち続けていきた

いと思う。 

 

委員)質問ではなく紹介になるのだが、この図書館サービス計画にも関

わっている内容なのだが、中学 2 年生の社会科の授業で 6 月 9 日、「杉

戸町に愛着を持ち、未来の杉戸町を共に作る人材の育成」という目標の

もと、地域を知ろうという授業を行った。7 班に分けて行った。例えば

障害をお持ちの方や高齢者の方達が自然災害に遭われたときにどのよ

うな援助がとられるのか、コミュニティバスの運行について、地域のク

リーン作戦について、環境問題について、杉戸町の道路整備について。

その中で公民館・図書館の運営について、1 つの班が興味を持った。ゲ

ストで館長に講義を行ってもらった。また、来校が出来ない課について

はリモートで授業を行った。その中で、まさしくサービス計画の実現に

向けて奮闘していると感じた。基本方針 1 役立つ情報を提供する図書館

という事で、子どもたちは図書館利用をもっと積極的にしようとという

気持ちになった。また町役場が行政機関としてどのような資料を作り、

町民たちに広報しているのかを知ることが出来た。基本方針 2 基本施策

②にあるように、まさしく児童・YA サービスの世代である。現在コロ

ナの影響で職業体験が出来ていないが、それでもできる範囲での授業だ

った。職場体験、図書館の見学など、来年度に繋がる授業になった。基

本方針 3 みんなでつくり育てる図書館についても、学校との連携、子ど

も達に未来を拓く力を育むために館長が話をしてくれた。更に基本施策

⑤の世代を超えた交流の場の形成についても役立ったと考えている。ま

た、昨日期末テストが終了したが、この前の土曜日・日曜日に多くの 2

年生がカルスタに試験勉強をしに初めて訪れた。夏休みも図書館で勉強

できるという事を友人に伝えている生徒がいたという状況を知らせて

おく。 

 

委員)今の取り組みも具体的な実施内容に盛り込んだ方がよいのでは？

例えばリモート授業の話があったが、現在生徒たちのオンライン化は進

んでいるのか？ 

 



委員)1 人 1 台タブレットを持っているので、進んでいる。 

 

委員)上手く事業で活用できることもあると思った。コロナのマイナス

の面だけではなく、プラスになる部分もあると思う。検討いただきたい。 

 

(２) 令和３年度３月～令和４年度５月の運営報告について 

(張ヶ谷主査、佐藤主事より報告) 

 

委員)電子書籍について、評価シートによると 7 月広報掲載となってい

るが、掲載されたという認識で間違いないか？ 

 

事務局)現状は掲載予定、7 月号なので 7 月 1 日より配布予定となって

いる。 

 

委員)まだ反響等はないか？外部の方に説明している？ 

 

事務局)少人数だが窓口で聞いてくる利用者はいる。 

 

委員) 電子図書館へ登録する場合、既に図書館利用者登録している場合

はネットなどから登録する必要があるのか？ 

 

事務局)既に登録の住んでいる利用者については、今後 7 月の第 1 週辺

りで日を決めて一括登録処理を行う予定となっているため、改めての登

録は不要となる。また、一括登録後の新規登録者に関しては手入力で登

録を行う。電子図書館にログインするためには ID とパスワードが必要

となり、ID がカードの番号、パスワードが自分の西暦の生年月日とな

るが、そのパスワードを一括で付与する処理となっている。利用できる

のは杉戸町内に在住・在勤・在学の方のみとなっている。 

 

委員)購入タイトルは 1,250 タイトルか？ 

 

事務局)相違ない。予算でいうと半分位を使った。 

 

委員)では予算の残りもあわせて 2,000～3,000 タイトル位になるか？ 

 

事務局)コンテンツの種類によって金額が違うので、安いものだと 200

円、高いものだと数万円するタイトルもあるので一概には言えない。 

予算の都合上、数万円するような高額なものは購入をしないことにして

いる。 

 

委員)もし差し支えなければ、どのようなコンテンツを入れたか、教え

てもらえるか？ 

 

事務局)電子書籍のコンテンツは大きく分けて 2 つあり、ライセンス買

取型(永久利用可)と、期間限定型(2 年間限定など)がある。ライセンス

買取型は情報の劣化などがない古典作品・文学作品が、いわゆる名作と

言われるものが主。例えば宮沢賢治であったり、コナン・ドイルであっ

たり。一方、期間限定型は情報の劣化が早いものを主に入れている。例

えば医学、レシピ、子育て、旅行誌など。また TOIEC や英検などの問題



集系も期間限定型で購入している。2 年後に期限が切れるころには新た

なコンテンツが発売されていることが予想されることから、期限が切れ

ても問題ないようなコンテンツを選んでいる。最近の話題作やベストセ

ラー、例えば宮部みゆきや東野圭吾などについては、そもそも図書館向

けの電子書籍化をしていないので、需要はあるが購入が出来ないという

悩ましい問題ではある。 

 

委員)ライセンス買取型や 2 年間限定型のコンテンツ、52 回貸出で期限

を迎えるコンテンツがあると思うが、それらを同じ割合で購入している

のか？ 

 

事務局)購入割合でいうと、4 割が期限の切れるコンテンツ、残りの 6

割がライセンス買取型コンテンツとなっている。 

 

委員)ライセンス買取型の作品について、それを買い取った場合に、紙

の資料はどうするのか？ 

 

事務局)紙の資料は紙の資料で所蔵する。 

 

委員)では電子書籍では所蔵しているが、図書館の蔵書にない資料に関

しては購入するという事か？ 

 

委員)ほとんど紙の資料で購入できないことはないが、特に古典名作等

は需要があるので買えないことはないので、電子書籍があるから紙の資

料を買わないという事にはならないし、逆に紙の資料があるから電子書

籍は購入しないという事にもならないと思う。これは利用者層の違いが

あるというところを踏まえれば、両方あってしかるべきであると考え

る。後は、ライセンス買取型のコンテンツをもう少し増やしたいという

のが資料を保存するという観点での図書館側の率直な意見ではある。最

低でも 7 割は欲しいところである。 

 

委員)今後、電子書籍に関する予算がつくという保証はないのか？ 

 

事務局)予算については毎年度決められるものなので、今の時点ではは

っきりとは申し上げられない。 

 

委員)例えば次年度紙の書籍購入費としてついた予算について、一部分

を電子書籍に割り振ることは出来るのか？  

 

事務局)その事についても現時点では申し上げられない。ただし、現時

点で 800 万円予算があるのでその中から購入していく。 

 

委員)学校の方で、こういった資料が欲しいという先生方からの要望が

あった時に、例えば 1～2 冊しかないと現在コロナ禍では、皆で共有し

て見れないので、それが電子書籍だったらという話をしていた。電子書

籍を学校の子ども達のタブレットで見ることは可能か？ 

 

事務局)インターネットが通じている、かつ、図書利用カードの登録が

済んでいる児童であれば利用可能である。数年前から新 1 年生にカード

を渡しているので、大体の方は見れるのではないかと思う。 



委員)5、6 年生はカードを貰っているか？ 

 

事務局)5、6 年生については、図書カードのプレゼント事業自体がまだ

4 年目なので、対象ではない学年。そのため、図書館側から渡していな

い。 

 

委員)では 5、6 年生に関しては自分登録していなければ図書利用カード

を持っていないという事か？ 

 

事務局)相違ない。ただし、稀に小さいころに親御さんがカードを作成

して、紛失してしまってそのまま、という事もある。その場合は再発行

の申請をしてもらえればカードを作ることは可能。合わせて電子書籍を

利用することも可能。 

 

委員)図書利用カードを持っている状態で初めて電子書籍を利用できる

という事か？ 

 

事務局)相違ない。 

 

委員)学校で電子書籍を利用できるというのは、同時に複数人で同じ資

料を見ることが出来るという事か？ 

 

事務局)それは出来ない。 

 

委員)それは 1 冊につき 1 人の貸出という事か？という事であれば、学

校の授業で、皆で同じ資料を見るということは出来ないのではないか？ 

 

事務局)電子書籍の特性上、出来ない。 

 

委員)紙の本と同様、1 人しか借りることが出来ないのであれば、その

資料が返却されない限りと次の人は借りることが出来ないという事

か？ 

 

事務局)その点では授業で使うとなると難しいと思う。紙の資料と同じ

ような扱いになるので。合わせて難しいのが、子どもが借りるであろう

資料のほとんどが期限付きであるという事。ライセンス買取型は今のと

ころほとんどない。 

 

委員)そうなると、皆で同じ本を同時に見るという事は出来ないという

事か？例えばテーマに沿って調べ学習をするときに同じ資料を見れな

いという事か？ 

 

事務局)プロジェクターなどで投影すればできるかもしれない。 

 

委員)それは著作権に関わるが、大丈夫なのか？おはなし会などで使用

する際には、許諾が必要だが。 

 

委員)恐らくそれは契約に係る問題だと思う。著作権法上はプロジェク

ターなどを使用して皆に一斉に見せる事は、著作権者に許諾を得ないと

できない。図書館でどういった契約になっているかは分からないが、公



立図書館向けのシステムなので、誰かが借りていると他の人が借りるこ

とは出来ない。返さないと次の人は見ることが出来ないという普通の書

籍と同様のパターンでしか運用できない。けれども、この状況ではある

ので、学校向けの集団読書向けのシステムも用意されているのではない

かとは思う。 

 

委員)サービス計画の話に戻るが令和 4 年度の評価をするという事だ

が、令和 3 年度の評価はどうなるのか？ 

 

事務局)次回の協議会の際に行う予定。ただしこのフォーマットで行う

かどうかは決めていない。 

 

(３) コミュニティセンター図書室について 
 

委員)確認だが、以前、町から教育委員会にコミュニティセンター図書

室を分館化するためにはどうしたらよいか？という投げかけがあり、教

育委員会としては人材と予算がつけば分館化してもよいという話だっ

たと思うが、人に関しては今年度正職員が 1 名増えた。この場で条件を

満たしていないのは費用(予算)ということか？ 

 

事務局)分館化に関して、6 月の議会で議員からも質問を貰ったが、門

脇副町長、教育長が答弁している。政策会議でまず出たのは公民館を残

すか、コミュニティセンターにするかという事。教育委員会としては公

民館としての機能を全て残してほしいと伝えた。また、コミュニティセ

ンターにする場合でも公民館の機能を残して、図書室も含め、より良い

コミュニティセンター運営をしてもらいたいと回答した。その中で、6

月の政策会議でコミュニティセンター化するということで政策決定し

た。教育委員会としてもその決定を受け入れ、より良い運営が出来るよ

うに、公民館を利用している方々に不利益が出ないような運営にしてほ

しいと要望を出した。その中で図書館友の会の方々をはじめ、様々な場

所から色々な要望を頂いている。その都度住民協働課に提案したり、先

副町長、教育長も答弁を行った。以前いただいた図書館友の会の要望書

の中ではコミュニティセンターにする事などが決定した中で、分館化の

要望が上がっているが、教育委員会としてはどう考えるか？という話を

貰ったその時に、現在の職員数の状態でコミュニティセンター図書室を

分館化することが、果たしてできるのか？という話を担当でも行い、教

育委員会にも諮った。その中で条件と言っては言い方がそぐわないかも

しれないが、人員の確保と予算の確保をまず前提として話はしている。

それらが難しいという事になり、提示された方向とは少し違う方向でや

らせてもらいたいという事で副町長や教育長から答弁をした。現在、職

員の問題もある。1 人新規採用職員はいるが、公民館と図書室の事務が

統合されたことにより、仕事量も増大している。1 人増員したとしても、

今の仕事量からしてコミュニティセンターを分館化して運営していく

のは困難だと考えている。それも含めるとやむを得ないと感じている。

今後例えば全館職員配置するような、見直しが行われることになった場

合にはまた状況が変わるかも分からないが、また 7 月末で現町長が退職

し、新しい町長に代わるので、方向性が変わる可能性もある。どういっ

たことを施策として掲げるかによっても変わると思う。ただし今決めて

おかないと先に進まないので、とりあえずという言い方はふさわしくな

いかと思うが、今回決定した方向で進める。完成して、より良い施設に



なるように様々な手法を用いて、考えながらやっていく中で、やはり分

館の方が良いのではないか？現状のままでよいのではないか？という

ような意見が利用者や職員から出て来れば、また方向性も改めて考える

ことになると思う。ただし現状はこの方針で決まったので、最終的には

議会でも答弁しているのでこの方向性で進めていく。 

 

委員)状況については理解した。友の会がなぜここまでしつこく分館化

と声を上げているかというと、今までの公民館の図書室が分館でないが

ゆえに、そこに入れた資料が何年も入替えをしない状態で古い本がずっ

とそのままになっている状態が続いているからである。折角公民館に図

書室があるのに使われない状況になっている。これが分館になれば、図

書館、また公民館同士での資料の入替えが出来るようになる。そうすれ

ば公民館図書室の利用価値も上がり、もっと使われるようになるのでは

ないか？という考えがあり、公民館の図書室を分館にしてほしいとお願

いしている。今回は分館化を行わないという方針に決まってしまったか

もしれないが、これから高齢化が進んで図書館まで足を運べない方も増

えてくると思うので、その方たちが本館まで行かなくとも、公民館図書

室を利用できるようにする必要がある。3年前や 4年前の雑誌ではなく、

新しい本や雑誌から情報や知識が得られるような、充実した公民館の図

書室になってほしいという思いでいる。 

 

事務局)ご存知かとは思うが、西公民館もリニューアルし、今年南公民

館をリニューアルする予定。東公民館や泉公民館も順次行う予定。その

ための予算も確保していく予定。 

 

委員)公民館単体のリニューアルだけでなく、公民館同士や本館とも資

料の入替えをすると議会でも答弁していたが、そこはどうなのか？ 

 

事務局)入替えを行うとはいっても、割合なども考えていかなければな

らない。現状、圧倒的に本館を利用している人が多い。 

 

委員)古い本だから公民館の本を借りたいとは思わないと思う。そのた

めに本館の利用率が上がっているのだろう。 

 

事務局)以前古い資料ではあるが、公民館同士や本館との間で本の移動

を行っていた。そういった本は魅力的な本とは言いにくい。しかし、200

万円予算がついているので、読まれない本は思い切って除籍し、200 万

円の予算の中で本を入れ替える。やはり町の予算的にも一気には出来な

いので、少しずつだが、改善していきたいと考えているので、様子を見

ていただきたい。 

 

委員)施設ごとに本の入替えを行っていくことは承知している。少しず

つやっていくとは言っても 4館あるわけなので、1サイクル 4年かかる。

だから分館化して本館と本を入れ替えればいいのではないかと言って

いる。 

 

事務局)議会答弁と同じ内容になってしまうが、限りある予算の中で行

っていることなので、ご理解いただきたい。またどういった本が読まれ

ているのか調査して、傾向を把握し、委託業者とコミュニケーションを

取りながら利用しやすくなるように検討しながら選書していくことに



なる。皆様から要望は多々上がっており、総合政策課にも重々話してい

るが他の施策との兼ね合いもあるので、手の届かないところで歯がゆい

部分でもある。期待に応えられず申し訳ない部分も多くある。 

 

委員)具体的に実際に完成するまでは図書館がかかわるという事だが、 

今までだと欲しい本が公民館図書室にあったりすることもある。そうい

った本を取り寄せて利用させてもらっているが、コミュニティセンター

として稼働し始めた時、コミュニティセンターの図書室のみ所蔵してい

る本を借りることは出来るのか？今ある公民館図書室と同じように利

用できるのか？ 

 

事務局)現状と同様と考えていただいて構わない。 

 

委員)公民館図書室については順繰りに予算をつけてもらって、本の整

理等を行うと思うが、コミュニティセンター図書室については稼働し始

めたら住民協働課で本の管理なども行うことになるのか？ 

 

事務局)その辺りについてはこれから選書や資料の貸借のあり方も含め

て、住民協働課と教育委員会とで共同して行っていく事になっている。

選書についても今後の予算についても両方という事になってくるかも

しれない。資料も毎年時勢にのって変わっていく。その辺りに関しては

図書館としても意見を述べていく予定。予算についても同じように獲得

していきたいと感じている。 

 

委員)コミュニティセンターを利用する方も、図書館へ足を運ばなくて

も本館資料を借りることが出来るという事か？ 

 

事務局)相違ない。 

 

委員)コミュニティセンターではあるけれども、図書館と協力して運営

するという話があったかと思うので、予算の話もそうだが、住民協働課

は図書に関するノウハウは持っていないと思うので、いずれにしても図

書室の運営に関して積極的に携わっていく立場になると思う。図書館と

してはどういう事をしたいのだという事を決めているので、粛々と分館

でなくとも、連携を取って駅前の一等地を活用できるように活動しても

らえればと思う。 

 

委員)生涯学習審議会の時から、図書館まつりの予算をつけてもらいた

いという話をずっと提案してきた。昨年か一昨年に、図書館まつりの予

算が 1 人当たり 1,000 円ついたという報告を聞いて驚いたのだが、その

辺り、今年度はどのようになっているか？ 

事務局) 実行委員の方に対して 1 人当たり 1,000 円を支給しているが、

今年度も同じように支給する予定である。 

 

委員)今まで何年にもわたり、審議会を通して要望を出してきたことは、

図書館まつりの事業費をつけてもらいたいということである。事業費が

0 円なので、予算をつけてほしいと要望を出してきた。それがなぜか 1

人当たり 1,000 円の支給という全く違う方向で予算取りをされてしま

っている。それに関しては生涯学習審議会の会長も事業費を要望してい

ることは十分理解してくれていたし、議事録の中でも、他の方の話でも、



やはり事業費がつかないのはおかしいという話をしていたのに、何故 1

人当たり 1,000 円として計上されてしまったのか、疑問に感じている。

昨年度図書館まつりそのものが行われなかったので、予算に関して話は

なかったと思うが、要望してきたことはあくまでも図書館まつりの「事

業費」のことであって、1 人当たりの補助的なものではなかった。 

 

事務局)1 人当たり 1,000 円ついているが昨年の図書館まつり実行委員

会が 1 回しか開かれなかったという事で、それ以降皆様に話す機会がな

くそのまま進んでしまった。また、今年度の図書館まつり実行委員会が

7 月下旬に行われるので、予算については大変申し訳ないが、その時に

改めて委員の方に委員への支給にするのか、委員会事業費にするのかも

う 1 度、図書館まつり実行委員会の中で検討したいと思っている。 

 

 


